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あ
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^

た

。

こ

の

問

題

ぼ

、
：'課

稅

專

門

委

員

の

遴

出

母

體

を

各

产 

^ :
:
:
ち
ソ
：：と

規

定

す

る

-:
:

:.
2:.
第
^ :
り.
：-

應

^
'«
決

电 
：

.- 

〇
〇
年〕

。
然
し
、

こ
の
規
定
は
、

正
に
癯
來
の
課
税
要
負
組
織
へ
め
途
. 

行
で
あ
っ
た
。

1

七
0

七
牢
菸
至
|

，
麗
額
ぷ
決
ぶ
權
抵
搏
び
課
税
/:
. 

:
:
;:^
:
覧

％
#
_

鼷
:§
機

紙

霞
/%
亦
尤_

_

獷

張

せ

批

如

。
ー：：
そ

办

：

ニ
ル
^;
等

-

返̂
暮
办
^
が
：漁
が
、
；そ
め
原
則
=
課
税
の
ギ
等
化
ば
十
九
へ
.

，.；. 
v

 

.
:
へ：

督

-

S-

葉
於
敷
：̂
-あ
ー
で
：寒

;^
-げ
ら
れ
龙
% :
ロ 

ゐ
る 

0 

■ 
一

,:
;

'
.

:: 

ハ
税
額
決
宠
に
參
興
し
、.そ
の
徵
收
を
揩
令
す
る
課
税
委
员
の
资
格
ゾ
選
.
.
.
, 

出
方
法
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
ぅ
か。

、

‘
'

.
資
格
に
關
す
る
制
限̂

、*

に
大
別
す
る
.こ
と
が
出
敗
る
。

一
っ
は
、

德

：上

_
九
1
.爾
#
年
は
衆
黑
れ
靶
靥
住
：と
：蘭

答1̂
-
and 

'. 

of. good conversation, inhabitants .within such t
o
w
3

及 

び

、
不

動

產

の

所

有

表

^
这
&
0
£«>
2
0た
る
こ
と
を
要
求
し
だ
も
の
で
あ、
 

ー
-:
:〉

ー：̂

ー

(

«-
_
'
.
齡

：̂

^
 

で
拓
る
ァ
後:

.

®
へ.
■
ぬ
就
■

■がi

洗

顏

武

膏

人

：̂

€
s
.
^
#

lc
避

釔

議

委

員

は
：

I 
.

,

五
〇
碌
、
そ
れ
以
外
で
は
宵
磁
、
ボ
ス
ド
メ
に
於
て
は
三
百
镑
の
牢
收
ぁ

，

.

.
る
不
動
產
所
有
请4
矩
め』

れ
た
。
勿
論
、
年
收
入
及
び
不
動
產
所
有
の 

，
‘ 
'
‘肉
界*

形
皮
等
卺
詳
細
に
知‘る
と
と
は
出
来
な
い
。
然
し
*、
こ
の
规
定 

.

が
、',
生
產
物
收
入
と
そ
れ
に
麗
す
る
土
地
所
苻
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

~ 

な
ら
ば
、
多
く
の
農
民
に
と
っ
て
、
課
稅
委M
の
地
位
は
程
遠
い
も
の
で 

-

-あ
->
0

«
。
こ
の
限
り
£
於
て
、
課
税
委
員
は
大
土
地
所
符
濟
丨
マ̂
:地

•

' 

L 

.五1
(

五1
〕\



.

/■
I
r
iMi
學
#
雜

誌

.蒗
四
十
‘芄

卷

第

一

\

* 

ctE
:l
V

は
、
者
の
當
姻
ょ
り
大
土
地
所
消
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
I
の
特 

權

と

霧

さ

れ

る

。
乍
然
、
こ.の
資
格
制
脱
に
關
す_る
规
矩
は
、■九
五
年
' 

に
廢
止
さ
れ
、
二
度
と
動
る
こ
と
は
な
か
つ
た
。
中
央
_

的

な

-1
税

額

、
 

決
萣
法」

1
等
し
ぐ
、
如

、
る
特
權
仏
對
す’る
人
々
の
反
對
に
ょ
る
も
の' 

と
考
へ
，ら
れ
.る
。
九
^
年
以
後
''
:
マ
植
民
地
の
課
税
委
員
は
，、
莅
住
者
た 

を
こ
と
が
資
格
の
金
て
、と
な
ヴ
た
の
で
あ
る
。

•
:■
■

\

，罾

i

は
多
岐
に
亙
り
、
r
m-
じ
た
方
針
.の
下
に
統1

さ
れ
て
ゐ
也 

と
は
考
へ
ら
.れ
な
い
。.エ
ハ
九
四
、
九
九
、,
一
七
三
0
を

先

々
を
例
に 

と
P

V
見
て
も
、V
特
別
法
、1

般
法
、
特
殊
規
定
が
そ
の>
.任
命
の
莪
礎
條
. 

孭
と
な
つ
て
ゐ
‘た
。
こ
れ
は
、

マ
植
民
地
を
見
舞
が
た
財
政
的
危
機
に
對
.
 

し
、
彌
縫
的
被
策
に1

し
て
ゐ
た
と
と
を
尕
し
て
ゐ
る
。
任
期
は
槪
ね 

.
1

ヶ
年
を
撒
則
と
し
ヽ
委A
の
數
は
三
名
以
上
の
奇
數
と
さ'れ
て
ゐ
た
。
‘ 

.選

出

の

時

期

於

、
-
タ

ゥ

ソ

i總

鳥(

通

常

猫

半

三

月
k
開
催
さ
ん
ろ
と 
一

.■

と
し
て
民
揭
の
將
眾
を
參
加
せ
し
め
た.の
は
、
s

o
大
部
分
を
占
め
る

)

■

#

_

_
■

髮

碧

- *
_
養
對
蜜
金
ぎ

.税
委

舄

と

しV

仕
事
に
從
寧
し
た
日
に
限
り
、

一

一
忠
が
給
與
さ
，れ
る
こ 

と
に
な
つ
た
。
然
し
、
こ
の
規
ぶ
が
嚴
密
の
度
を
加
へ
、

I

課

塞

員

が

;
:掛
事

：に

叢

逢

霉

；
仕

事

窗

還

麵

達

麗

_

涵

_

_

と

れ
る
に
至
ミ
'
課
税
裘
員
の
金
錢
！
^

酬
は
馑
か
な
も
の
と
な
っ
た
。
こ
-
 

課
税
委
員
の
地
位
は
、
名#
職
化
し
、
人
々
か
ら
遊
離
し
た
存

ぐ
.

-

:
.

,
 

.五
1厂

(

五
5
 

.

花
と
な
る
原
词
が
潜
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
フ

 

.

右
に
述
べ
た
如
く
、
直
接
税
は
、
制
萨
的
：

a

も
^ ：
八
I

初
頭
に
於
て 

そ
の
^
み
を
止
め
て
し
ま
っ
た
や
ぅ
に
思
は
れ
.る

C
.
.
.

ユ
，h.
レ
•ヒ

ト

溝
 

C
1

セ

、

一

三
年)

後
、

マ
植
民f

を
訪
れ
た
商
菜
的
繁
榮
は
商
人
階
級
の
政 

治
御
優
勢
を
決
定
的
な
ら
し
め
た
。
乍
然
、
.
$

は
財
政
機
構
の
改
善
に 

努
力
す
る
と
と
な
く
、.
後
に
述
べ
る
紙
幣•
八
ム§

の
g
fr
に
^
意
を
向 

け
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、

マ
驚
地
に
於
け
る
財
政
的
：勘
求
に
應 

へ
‘得
る
爲
に
，は
、
と
如
等
機
構
办
質
的
變
革
が
必
要
で
あ
ら
た
。
然
'し
そ 

のp

に
は
®

の
經
濟
的
支
柱
を
變
更
す
る
，か
或
は
ヽ
農
民
層
と
の
決
锘 

的
對
立
を
覺
悟
せ
ね
ば
，な
ら
な
か
っ
た
。
'何

れ

匕

せ

ょ

^

^

に

と

ク

て

は
 

■好
し
い
も
の
ヤ
は
な.か

つ

た
.°
そ
れ
故
に
‘、
か
>
る
，
變

化

を

要

せ

ず

儿

亦

、 

に

と

っ

，
て

有

利

な

、

紙

幣

•

公
偾
發
行
政
欺
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

*

舊

稞

■

證

_

配
1

通

i

麗

證

黑

I

I
著
で
ぁ

i

っ
.だ
。
獨
立
戰
爭
當
時
、
•

人
ロ
の
太
部
分
が
農
業
に
從
事
’し

て

き

广

は 

い
へ
、
投
機
的
貿
易
商
乃
至
ぞ
れ
と
結
合t
る
l
l
lrf
の
政
治
的
支
配
力 

一一#
着

^
衰
1へ
—
莬

'#
^
瑞
必
贺
ぃ
：̂

^

^

_

:
の
.致
富
が
、
_

と
じ 

浅

;*
國
办
航
議
例
を
潜
各p

治
職
的
屋
は
據
ウ
て
：
.ゐ
た
ど
.轰

'

關
税
の
終
局
的
完
成
は
一
七
三
九
年
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し 

て
'も
、
そ
の
to
穿
は
旣
に
直
接
稅
と
等
し
く
、

1

六
^
四
申
に
見
ら
れ
て 

ゐ
る
。
關
税
局
長.
9

e-p
d 

i
ヰI

)

は
一
名
に
限
定
さ
れ
、
議
會 

戈
は
知
事
棒
.よ
：々

で
_

任

命

さ

：
れ

た

汸

§
:

«
彼

の
.住
_

髮

知

事、
4

.參
窜
I

任
し
た
こ
と
は
、
唯一

の
例
外
で
あ
っ
た
。
彼
の
資
格
は
、
宣 

1-
强
カ
且
廣
沉
な
-%
^
で

.&
:る
。
：：：卽
^
;
;
;
税
額
必
徵
漱
ば
勿_
、
^
艨
1
线

めず
倉通
て重

0

_
響

の

*

■

、一：ン

表
と
も
稱
す
べ
き
彼
の
任
免
權
が
、
寒
の
手
中
に
花
っ
た
こ
と
は
當
然
，
 

•で
あ
る
が
、
こ'の
廣
巩
な
る
f

委
讓
ば
誠
に
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で 

お
る
。
然
.し
、
賢
カ
行
ft
に
際
し
て
？
附
帶
規
則
は
、
か

、
，る

繼

を

完 

金
に
梂
殺
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
こ
の
權
利
を
.避
行
す
る
に
際
し
保

は
彼
等
の
立
會
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か

Y

て
、
彼
の
_
 

.

.

:
=
=
_例

霞

が

如

何

；&

_

鎮

_
1
'
1
!
;
證

1

_

赞
行
し
得
石
機
,#
は

殆

ど

無

•
に

等

し

か

っ

た
と
討
ふ
と
と
が
出

來
る
。
從

. 

:っ
'て
.サ

驚

地
_
代
_

げ

：
名

關

釉

發

展

め

遍

滯

满

：
：
當

然

め

1

1
努

奔

',
:
;ー
 

っ
-た"

當
時
の
支
配
階
級
は
關
税
制
度
の
整
備
.
强
化
が
商
業
利
潤
の
減 

姐
を
^
し
、
岗
已
の
勢
力
を
削
減
する
も
の
で
あ
る」

」

と

'
を

^

肖

し

て

ゐ

,

c
§
 

.
 

■

た
の
で
，あ
る
o

.

, 

' 

.

/

關
税
の
蚀
格
は
、
他
の
開
接
瑰
、'
特

に

之

が

補

完

稅

と

、
し

て

，
の

H

钠

を

—  

#

ゅ

的_

勸

税

ゆ

凓

：

6

延

廣

货

れ.̂

:
:商

1

釦

本_

直

镔̂
|
1
^
:

寬

結

瘦

：
：
：

た
。

酒

類(spiri-6,, liguors, molasses,

fl
l
t
c
o
の
製
数
に
課
せ
ら
，
 

，れ
た
許
河
料
ヽ
觅
に
は
！̂
の
取
®

>が
所
期
の
成
架
を
擧
げ
得
な
か
っ’ 

た
の
も
、
制
度
的
缺
陷
に
ょ.る
も
め
で
は
な
い
。
こ
の
因
的
の
爲
に
與
へ
，

-

.

'

.

•.

-

:

•

•

/
、
 

.•'

.

.

.
•、

ぐ'
.
-

'

 

.

.-.

.
"
 

.
 
、
， 
--
 

-•. •
 

*
:
,

:

土
：g

M贝
地
下
の
-マ
，サ
チ
ュ
セ
ッ
ッ
财
政 

-

ゆ
れ
知
餸
汎
^

^
も

:>
_

—
る
人
^
の
在
兔
權
が
議
會
に
委
办
ら
れ

〈

：
 

セ
ゐ
が
暇
^
:：自
が
鉍
趴
霞
黎
在
じ
靈
藥
タ
沈
制
度
的
改
變
が
幾
度
：.：
 

試
戎
ち
れ
中
：ぅ
逬
暫_

の
：
本

眞

譲

牝

亦

：
取

い

鴨

^

簞
な
る
繰
返
へ
し
一 

過

ぎ

：
取

い

谈

明
,
■
知
^

^
れ
故「

：_

:ぞ
怠
免
、
：所
定
®

誓

M

茶
す
る
釀
遛
潫
紫
奴
態
度̂

^
國̂
^

税

^

^

意

義

を

餘

す

ぐ 

前
把
も
說
明
レ
て
本
级
で
ば
敗
か
韋
や
か
ぬ
論
法
に
餐
货
マ
^
民
她
が
' 

ぞ
ギF

V
K
*

國
か
瞹
眯
1:
1:
藤

^
荆

用

:1
>
,^
發
展
:1
>
:^
如
く
ヽ：
被
等
も
'
 

.亦
法
#*
を
巧
に
利
|1
1
し
、
宙
己
の
繁
榮
を
汁
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る

(

評
I)

一
六
ー
ー
ー
四

¥
所
謂

'ご
1^
8
0.
-Co

m
m
i
s
s
i
o
n

 
パ(

W
i
l
l
i
a
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L
a
n
d

を
货
席
と
し
、

十
.1

名
の
樞
密
院
談
H
に
よ
•っ
て
0

f

、
.ん
要
，

て
；ゐ
；&

;K
_

F
e
a
i
n
a
R
o

G
o
r
g
e
s

 

が^
e
w

 E
n
g
l
a
n
d

 
.
總
贤
に
任
命 

れ 

•
.
.た
と
き
、
.マ
植
说
地
參
祺
院
は
次
の
決
讅
を
行
っ
た
。
.
r-7
v
々
は
、彼 

V

を

迎

ふ

べ

％

で
，な

い

0
‘出
來
得
ベ
く
ば
法
#
上
、の
權
利
を
姚
談
し
 ヽ

然
ら
'ざ
れ
：ば
囘
避
乂
说
遷
延
の
馈
に
出
づ
べ
祭
で
-あ
る
。」，

藤
拟
、

;:
:
:
-
'
|
?
.
:

ス
»
揭
_

£:
'

1

^

(

許 
2
V

D
o
u
g
l
a
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op. 

ci-t. 
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こ
の
法
案
の
W
容はヽマ乃至

#
タ
'ゥ
ン
.
デ

ィ

に

ょ

る

赋

說 

命
の
残
顇
を
徴
收
オ
る
摁
の
%'
の
一1 、

人
斌
税
、
財
霞
税
の
課
稅
權 

/

に
關
す
：
.-
6
も
の
、
關
桃

*
嘴
秘

*
國

1̂
消
^
税
に
^
す
る
も
の
ヽ
fe 

*玫
地
發
行
に
か
、
る
信
用
手
形«

i
n
s

 o
f

 credit
)

俗
還
の
拙
限

,
’延
長
、に
關
す
洛
も
の
各I:

で
あ
っ
、た
。 
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,

パ’
/
, 
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H
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琪
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參
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こ

の

被

赉

に

蹦

し

、

チ

ヤ

少

ニ

ン
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の
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し
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ゐ 

.
る
o 

.
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介
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藉
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膨
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述
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狞
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植
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狀
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わ
れ
わ
れ
が
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濟
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现
實
の
®

と
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て
と
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あ
，げ
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と
す
る 

場
合
に
は
ヽ
そ
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な
^

洛
は
い
わ
ゆ
る
廣
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の
法
律
に
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つ
て
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れ
る
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で
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そ
の
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濟
政
策
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る
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の
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濟
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